伊勢原市共催等承認事務取扱要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、市が共催、後援又は協賛（以下「共催等」という。）する事業の承認の範囲及び事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

（共催等団体の範囲）

第２条　共催等は、次の各号のいずれかに該当する者が主催する事業に対して行うものとする。

(1) 国、地方公共団体、法人格を有する者、公共的団体等

(2) 前号の規定にかかわらず、当該事業の主催者が法人格を有しない場合であ
　　っても、市民福祉の向上発展に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、おおむね
次の条件を備える団体

ア　主催者の存在が明確であること。

イ　規約、会則等の定めがあり、団体意志が明らかであること。
ウ　堅実な活動実績を有し、事務遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

(3) その他市長が特に適当と認める者

（共催の範囲）

第３条　市は、前条の団体等が主催し、かつ、次の各号に掲げる事業のいずれかに該当する場合に共催するものとする。

(1) 市が経費の全部又は一部を負担する事業

(2) 市が当該事業の企画又は運営に参加する事業

(3) その他市長が特に適当と認める事業

（後援又は協賛の範囲）

第４条　市は、第２条の団体等が主催し、かつ、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合に、後援又は協賛するものとする。ただし、市長が特に適当と認めるものについては、この限りではない。

(1) 事業の目的及び内容が市民の福祉、文化、体育等の向上発展に寄与するも
のであること。

(2) 広く市民を対象とする事業であること。

(3) 営利を目的としない公益性の事業であること。

(4) 入場料、観覧料等が適正な額であること。

(5) 公衆衛生、災害防止等について十分配慮されていること。

(6) 特定の政治活動又は宗教活動に関係している事業でないこと。

（名義使用申請の手続）

第５条　共催等の承認を申請する団体等の代表者（以下「申請者」という。）は、
事前に、共催・後援・協賛名義使用承認申請書（第１号様式）に事業の目的及びその内容を明らかにする書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

（名義使用承認の決定等）

第６条　市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認するときは共催・後援・協賛名義使用承認通知書（第２号様式）により、承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

２　前項の承認について、市長は、必要な条件を付すことができる。

３　申請者は、第１項の承認通知書が交付されるまでは、いかなる文書、図書等にも市の名義を記載してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

（共催等の取消し）

第７条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共催等の承認を取り消すことができる。

(1) 申請者又は添付書類に虚偽があったと認められるとき。

(2) 市長が取消しを必要と認めるとき。

（事業報告）

第８条　共催等の承認を受けた者は、当該事業終了後速やかに共催・後援・協賛名義使用事業実績報告書（第３号様式）により市長に報告しなければならない。

（その他）

第９条　共催等の承認事務は、当該共催等に係る事業の内容と関係する事務を所管する課等が行うものとする。

２　前項に該当しない場合は、秘書主管課で事務を行うものとする。

附　則

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成１６年１０月１日から施行する。

